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川上会長 

ただいまより平成２９年第１２回農業委員会総会を開催します。     

（１４：２０開会） 

 

それでは、議事日程に従いまして議事を進めます。 

日程１ 秩父別町農業委員会会議規則１３条第２項の規定により議事録署

名委員の指名をいたします。11番多田委員、1番吉田委員を指名いたします。 

日程２ 諸般の報告、１ 農業委員会業務報告につきましては議案の中で

報告されておりますのでお目通しを願います。 

続きまして、日程３ 報告第１１号農地の賃貸借の解約についてを議題と

します。 

事務局長より説明させます。 

 

議案書の３ページをご覧願います。 

 報告第 11号 農地の賃貸借の解約について 農地法第１８条第６項の規定

により、次のとおり農地の賃貸借の合意による解約の通知があったので報告

する。 

 本日付け会長からの報告であります。 

 番号９ 字秩父別 2042-30 2042-31 2057-48 畑 2057-49 2057-50 畑

2057-51 2057-52 2057-58 2057-59 公簿現況ともに田 畑の面積が

44,864㎡ 耕作者離農、売買による解約であります。 

 

 皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

 報告第 11号につきましては、以上のとおり確認させていただきます。 

続きまして、日程４ 議案第 40号について議題といたします。 

 

議案第 40号 現況証明願いについて 農地法関係事務処理要領第８の４ 

の規定に基づき願い出のあった、次の土地の証明の適否について審議する。 

本日付け会長の提出でございます。 

番号 16番 字秩父別 2071-12 公簿 畑 現況 宅地 493㎡ 2071-51 

公簿 田 現況 宅地 989㎡ 昔から、住宅 納屋が建っております。 

 今回、売買によるものであります。 

 なお、前段での説明のとおり、河瀬委員、植田委員、事務局で現地確認し

別添調査資料のとおり全ての要件を満たしているものと考えられます。 

 ご審議のうえ、決定いただきますようお願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。 

皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 
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質問・意見がないようですので、お諮りします。議案第 40 号は原案どおり

決定してよろしいでしょうか。（委員から異議なしの声） 

賛成の方は、挙手願います。（全委員 挙手する） 

議案第 40号は、原案どおり決定いたします。 

続きまして、議案第 41号について、事務局長から説明させます。 

 

議案書５ページ６ページをご覧願います。 

議案第 41号 農用地利用集積計画（所有権移転）について  

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、秩父別町から決定 

を求められた次の農用地利用集積計画について、議決を求める。 

本日付け会長からの提案でございます。 

 番号 20番 字秩父別 2042-30 公簿 現況ともに田 地積 6,486㎡で、移

転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要

件を満たしているものと考えられます。 

 

 番号 21番 字秩父別 2042-31 公簿 現況ともに田 地積 6,460㎡ 移転

を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件

を満たしているものと考えられます。 

 

 番号 22 番 字秩父別 2057-48 2057-49 2057-50 2057-51 2057-52  

2057-58 2057-59 公簿 現況ともに田畑地積 31,918 ㎡ 移転を受ける者

は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件を満たして

いるものと考えられます。 

 

 番号 23番 字秩父別 2042-35 2042-36 2042-37 2042-44 公簿 現況と

もに田地積 36,307㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調

査資料書のとおり全ての要件を満たしているものと考えられます。 

 

 番号 24番 字秩父別 2057-44 2057-45 2057-46 2057-81 2057-82 

 公簿 現況ともに田地積 42,705㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとお

り、また別添調査資料書のとおり全ての要件を満たしているものと考えられま

す。 

 

 番号 25番 字秩父別 2058-23 2058-25 公簿 現況ともに田地積 31,663

㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全

ての要件を満たしているものと考えられます。 

 

 番号 26 番 字秩父別 2061-75 2061-76 公簿 現況ともに田地積 9,643

㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全
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ての要件を満たしているものと考えられます。 

 

 番号 27 番 字秩父別 2070-22 2071-1 2071-15 2071-17 2071-19 

2071-21 2071-46 公簿 現況ともに田地積 67,867㎡ 移転を受ける者は、

前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件を満たしている

ものと考えられます。公社案件です。 

 

説明は、以上です。 

 ご審議のうえ、決定いただきますようお願い申し上げます。 

 

皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

質問・意見がないようですので、お諮りします。議案第 41 号は原案どおり

決定してよろしいでしょうか。（委員から異議なしの声） 

賛成の方は、挙手願います。（全委員 挙手する） 

議案第 41号は、原案どおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第 42号について、事務局長から説明させます。 

 

議案書７・８・９ページをご覧願います。 

議案第 42号 農用地利用集積計画（利用権設定）について  

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、秩父別町から決定 

を求められた次の農用地利用集積計画について、議決を求める。 

本日付け会長からの提案でございます。 

番号 12番 字秩父別 2026-25公簿 現況ともに田 地積 30,313㎡で、経営

移譲による公社案件です。前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり

全ての要件を満たしているものと考えられます。 

 

 番号 13 番 字秩父別 2036-30 2036-39 2036-40 公簿 現況ともに田地

積 31,584㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書

のとおり全ての要件を満たしているものと考えられます。 

 

 番号 14番 字秩父別 2115-9 2115-10 2115-11 字中山 109-131 109-200 

109-482 109-484 公簿 現況ともに田地積 63,598㎡ 移転を受ける者は、

前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件を満たしている

ものと考えられます。 公社案件です。 

 

 番号 15番 字秩父別 2102-62 公簿 現況ともに田地積 2,121㎡ 移転を

受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件を

満たしているものと考えられます。更新案件です。 



宮武局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 16番 字秩父別 2035-11 2035-12 公簿 現況ともに田地積 29,360

㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全

ての要件を満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 

 番号 17 番 字秩父別 2085-9 公簿 現況ともに田地積 7,104 ㎡ 移転を

受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件を

満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 

 番号 18番 字秩父別 2042-1 2042-5 公簿 現況ともに田地積 19,288㎡ 

移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての

要件を満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 

 番号 19番 字秩父別 2042-2 2042-3 2042-4 2042-6 公簿 現況ともに

田地積 18,492 ㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資

料書のとおり全ての要件を満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 

 番号 20 番 字秩父別 2044-33 2044-38 公簿 現況ともに田地積 32,070

㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全

ての要件を満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 

 番号 21 番 字秩父別 524-1 524-3 524-4 2029-17 2029-25 2068-32 

2068-33 公簿 現況ともに田地積 85,928㎡ 移転を受ける者は、前段で説

明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件を満たしているものと考

えられます。更新案件です。 

 

 番号 22番 字秩父別 2098-15 2098-16 公簿 現況ともに田地積 19,424 

㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全

ての要件を満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 

 番号 23番 字秩父別 2099-55 2099-56 公簿 現況ともに田地積 24,643

㎡ 移転を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全

ての要件を満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 

 番号 24番 字秩父別 2008-25 公簿 現況ともに田地積 7,206㎡ 移転を

受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件を

満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 

 番号 25 番 字中山 2113-11 公簿 現況ともに畑地積 22,697 ㎡ 移転

を受ける者は、前段で説明のとおり、また別添調査資料書のとおり全ての要件
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を満たしているものと考えられます。更新案件です。 

 ご審議のうえ、決定いただきますようお願い申し上げます。 

 

皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

質問・意見がないようですので、お諮りします。議案第 42 号は原案どおり

決定してよろしいでしょうか。（委員から異議なしの声） 

賛成の方は、挙手願います。（全委員 挙手する） 

議案第 42号は、原案どおり決定いたします。 

 

 

以上をもちまして、平成２９年第１２回農業委員会総会の全日程を終了いた

します。 

 

 

 （１５：０８ 閉会） 

 

 

   上記のとおり相違ないことを認め署名する。 
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